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研究成果の概要（和文）：小児医療施設に勤務する看護師を対象に倫理的看護実践を簡潔に示す小児看護ケアモ
デル（PNCM)を活用した介入プログラムを考案し実施した。その結果、対象とした看護師は介入直後に実行容易
性を認知し、2カ月後には｢子どもに挨拶･自己紹介する｣、｢子どもに説明する｣、｢声かけをする｣等の基本的な倫
理的看護実践が改善していた。また、子どもと家族の主体的な行動の変化が報告され、3か月後の効果の持続性
を確認した。

研究成果の概要（英文）：The pediatric nursing care model (PNCM), defining 24 nursing approaches, was
 developed to show simple examples of ethical nursing practices for pediatric patients and their 
families. An intervention program for promoting ethical nursing practices among patients and their 
families was implemented for pediatric nurses. The intervention program led to improvements in 
highly feasible and basic ethical nursing practices, including an increase in greetings and 
self-introductions, verbal explanations for children, quantitative and qualitative alterations in 
order to improve children's coping behaviors, changes in nurses’ active attitudes for reducing 
children’s fear and attitudes for feasible future implementation. Changes in practices at 3 months 
post-initiation corresponded to the four components of “child assent” or the final three goals of 
our conceptual framework.

研究分野： 臨床看護学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
小児看護における倫理的看護実践を促進するため帰納的研究から｢小児看護ケアモデル｣を開発し、これを基にし
た看護師への介入プログラムの考案および実施と検証によって実用的な方法として構築することができた。他科
経験者を含む混合病棟や診療所を含めた幅広い小児医療に携わる看護師の倫理的看護実践を強化する1方法とし
て提案できたことは、少子高齢社会における医療制度改革や地域包括ケアの時代の中で、小児と家族の権利を保
護しながら闘病を支える看護実践に役立つものと考える。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
医療を受ける子どもへの心理的な侵襲を軽減するためのプレパレーションの必要性について

は、欧米で 1930 年代から唱えられ、1970 年前後に欧米で看護の分野に導入されはじめた。日
本では、1994 年子どもの権利条約への批准をきっかけに、本や雑誌で医療の場における子ども
の権利を守るための方法として取り上げられるようになった。1990 年代の終わりには、木内ら
(1998)によりスウェーデンで行われていたプレイセラピーの一部として子どもへのインフォー
ムド・コンセントを指す言葉ということでプレパレーションが紹介された。1999 年には日本看
護協会における小児看護の業務基準の中で、子どもと養育者には、検査･治療･病状･処置などに
ついて適時に説明をし、納得･了解･理解が得られるように努め、その際には発達に応じたわか
りやすい言葉や絵を用いて説明することの必要性が提唱された（日本看護協会，2002）。その
後、徐々に病棟における実践や研究が普及しはじめ、医学中央雑誌 web による文献検索では、
「プレパレーション」または「プリパレーション」および「看護」のキーワードで 489 件が該
当し、その主な文献は 2002 年以降から急激に増えている。（1983～2001 年：0 件、2002～2004
年：5 件、2005～2007 年：95 件、2008～2010 年：273 件、2010～2012 年 9 月現在：116 件） 

2005 年と 2010 年の小児医療に携わる看護師を対象とした全国調査の結果を比較すると、医
療処置を受ける子どもの心理的準備の必要性について「常に必要」と回答する割合は、35.2％
（2005）から 58.5％（2010）に、子どもへの説明方法として「人形・玩具を用いる」割合も、
20.0％（2005）から 40.1％(2010)に増加している。しかし、2010 年の調査では、成人と小児
の混合病棟の看護師では「人形・玩具を用いる」との回答は 34.3％で、小児病棟の看護師の
50.7％より少ないことも明らかとなった。 
プレパレーションの定義は、狭義では「道具を使った子どもへの事前の説明」と焦点化され、

広義では「子どもや家族の権利を尊重した看護ケア」とする大きく２つの考え方が生じている
と考えられる。その中でも前者の方が普及している現在では、人形・玩具や絵本など道具を使
うことや時間が必要となること、専門的な知識の不足などから本来の意義が見失われ、看護実
践として行う上での限界が生じていると考えられている。これらの課題について、2010 年に国
内で行った同じ調査をヨーロッパ病院子ども協会の加盟国であるドイツにおいて調査し比較し
た。プレパレーションの実践の理由として、ドイツの方が日本より「情緒的発達を促す」「看護
の質の向上」などの回答が多く、日本は「子どもより親に説明した方がよい」「説明によって不
安になる」との回答がドイツより圧倒的に多い。したがって、ドイツの方が長期的視点で子ど
もの能力を尊重した実践がなされており、日本では業務改善が求められており、先の課題が示
唆され、子どもと家族の権利保護の視点で看護実践を行う本来の意義を理解してプレパレーシ
ョンを導入することが急務となっている。 
私たちが 2000 年から研究を積み重ねて開発した｢小児看護ケアモデル｣は、子どもと家族へ

の基本的な倫理的看護実践を 24 項目の簡潔な表現にまとめたものである。このモデルを活用
し独自に考案した介入プログラムを 2012 年から実施し効果を検証した結果、小児看護経験の
浅い看護師や他科経験のある看護師への効果が明らかとなった。 

 
２．研究の目的 
1) 小児看護ケアモデルの考え方を臨床に導入するため CNS と協働し研修会を開催し、混合病
棟看護師を含めた受講者の研修会前後の変化から研修会の内容や方法を精練し、効果的な教
授法を開発する。 

2) ドイツと日本における子どもと家族の権利保護の視点で行う看護実践に関する認識を明ら
かにし、各国の比較から自国の課題をより明確にする。 

3) 2015 年に国内での意識調査を再度行い、2010 年以降の認識の変化を把握する。 
 
３．研究の方法 

1) 小児看護ケアモデルの考え方を臨床に導入するため CNS と協働し研修会を開催し、受講
前後の実施状況から研修会の内容や方法を精練し、効果的な教授法を開発する。 

  (1)小児看護ケアモデル実践講習会の企画と開催 
①前年度に開催した第 1回目講習会の受講前後の実施状況を分析する。 
②研修会の内容・方法を精練し効果的な教授法を開発する。 
③次年度実施予定を策定する。 

2) ドイツにおける子どもと家族の権利保護の視点で行う看護実践に関する認識を質的調査
により明らかにする。 

 (2）ドイツにおける小児看護実践に関する調査 
 ①小児看護ケアモデルをドイツ語と英語に翻訳し、各実践項目について具体的に調査

（自記式または聞き取り調査）する。(ドイツまたはインドネシア) 
3) 国内における子どもと家族への倫理的な看護実践に関する意識調査を行う。 

  (3）国内における子どもと家族への倫理的な看護実践に関する意識調査を行う。 
   ①2010 年に実施した調査項目を基本として日本国内における小児看護に携わる看護師

（小児診療科および混合病棟、小児科外来）に対して、子どもと家族の権利保護の視点で
行う看護実践に関する意識調査を行う。 

   ②2005 年及び 2010 年の調査結果との比較し、分析を行う。 



 
４．研究成果 
1) 小児看護ケアモデルを活用した倫理的看護実践強化プログラムの構築 
小児看護の経験5年以内の他科経験者や診療所に勤務する看護師を含む看護師32名を対象と

して約 1 時間半の初回介入と 2回目と 3回目は郵送で行う新たな介入プログラムを考案し実施
した。その結果、分析対象とした 22 名の看護師の小児看護ケアモデルの実施に関する認識は、
介入直後に実行容易性が認知され、2 カ月後には｢子どもに挨拶･自己紹介する｣、｢子どもに説
明する｣、｢声かけをする｣等の基本的な倫理的看護実践が改善し、子ども・家族の主体的な行動
への変化がみられた。また、3か月後の効果の継続性を確認した。 
小児がん看護研修会において中四国の小児医療系の病院看護師 26 名に対し小児看護ケアモ

デルの活用による CVカテーテル時のケアの振り返りとグループワークの指導を実施した。 
2) ドイツにおける小児看護実践に関する調査結果 
国内で 2010 年に実施した調査用紙を独訳し、イスフォルト教授（ドイツ・アーヘン応用科学

大学看護学部）の協力を得てドイツ国内で調査を実施し、日独の調査結果を比較した結果をま
とめ、誌上発表を行った。ドイツの方が長期的視点で子どもの能力を尊重した実践がなされて
いたが、日本ではプレパレーションに関する知識は普及しているが業務改善が求められている
ことが明らかとなった。そこで、現状の中で実現可能な子どもと家族の権利保護の視点で看護
実践を行う本来の意義を理解してプレパレーションを導入することが急務となっていると考え
られた。また、ドイツにおいて実際の看護場面に関する現地小児看護師へのインタビューを試
みた。1 病院に限られた対象者であったため、さらにドイツに限らず対象者を増やし調査を継
続し、グローバルな視点で倫理的看護実践の動向を把握し検討することが重要と考える。 
インドネシアにおける調査を実施するため現地の看護教員との連携を試みたが実現には至ら

なかった。 
3）国内における子どもと家族への倫理的な看護実践に関する意識調査 
2010 年に実施した調査項目を基本として日本国内における小児看護に携わる看護師（小児診

療科および混合病棟、小児科外来）に対して、子どもと家族の権利保護の視点で行う看護実践
に関する意識調査を実施し、現状を把握する必要がある。また、1)のプログラム参加者より、
病院や診療所等において保護者による子どもへの医療処置の説明が不十分な場合や医療者に説
明が委ねられている現状があることがわかった。したがって、先の意識調査に加え、保護者に
よる子どもへの医療場面における倫理的な対応の現状と医療者および保護者への啓発活動や助
言方法を明らかにすることが今後の課題である。 
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